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；〈論文〉 ； 
近世初期における鷹の調教と鶴取 ； 

－池内吉長の鷹術を中心に－ ! 
The Training of Hawks and Catching Cranes (Tsurutori) in the 

Beginning of the Edo Period : Focusing on Ikeuchi Yoshinaga’S Hawking 

要旨

本稿の目的は、近世初期にツルを捕らえるための

鶴取の鷹術が確立していく歴史的過程と、鶴取の鷹

の調教実態を明らかにすることであるD鷹狩の狩猟

対象鳥類として重要視された「鷹の鳥Jが 16世紀を

画期としてキジからツルへと変化し、ツルを捕獲で、き

る鷹は「鶴取之鷹」として領主層から珍重されることと

なったoこのようにして生まれた鶴取の鷹への需要

は、既存の鷹術の在り方を大きく変化させ、新たに

鶴取の鷹を調教するための鷹術が確立した。

本稿では、肥後国熊本の加藤家に仕えた池内左

太右衛門吉長に関する史料群「池内文書」を分析し

ながら、上記の課題を検討していく。吉長は鷹術諸

流派を相伝した上で、独自に鶴取の調教技術を確

立させた。さらに、吉長は自らの鶴取の知識を鷹書

として記録化し、次男の吉勝へ相伝させた。この相

伝によって鶴取の鷹術は特別な「知」と技法として確

立したといえる。

また、吉長は鷹書とともに鷹の調教実態を詳細な

記録として残した。この記録の分析から、鷹狩による

ツルの捕獲は困難で、吉長の調教を受けた鷹の中

でも鶴取になれたのはごく一部だ、ったことが明らか

になったoすなわち、鶴取はその困難さゆえに特別

な調教法を必要とし、鶴取の鷹術なくしては鶴取

の「知」と技法が鷹狩文化に根付くことは難しか
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ったのである。

Abstract 

The purpose of this study is to indicate the 

historical process of the establishment of 

hawking referred to as Catching Cranes （鶴取

Tsurutori) during the beginning of the Edo 

period. Tsurutori means Catching Cranes. It 

aims at clarifying the reality of the training of 

hawks which were also referred to as Tsurutori 

With the 16th century as a crucial period in 

the establishment of Tsurutori the training 

underwent a change regarding the prey that 

was used, which was the shift in focus by the 

lord class from pheasants to cranes as the 

main game. Hawks which were able to catch 

cranes were valued highly by the lord class 

during that period. With the establishment of 

Tsurutori as a technique, the demand for 

Tsurutori-type hawks created a big change in 

the already existing art of hawking and lead to 

a proper establishment of the new art of 

Tきurutoritraining. 

This study examines the above topic by 

analyzing documents concerning Ikeuchi 



Sadaemon Yoshinaga who serves Kato family 

in Kumamoto referred to as the “丘euchi

monjd’. Yoshinaga, in addition to being 

educated in various types of hawking, played 

an important role in the establishment of 

Tsurutori Moreover, Yoshinaga codified his 

knowledge on hawking within the Book of 

Falconry and handed it down to his second son 

Yoshikatsu. Through this succession, the art of 

Tきurutoritraining was established as its own 

“knowledge”and technique. 

Furthermore, Yoshinaga left his extended 

knowledge in the form of the Book of Falconry 

and the hawk training records in detail. From 

the so’called “hawks training records" it 

becomes clear that from the hawks that 

Yoshinaga trained only a small fraction of them 

were trained to be Tsurutori. Tsurutori needed 

the original art because of its difficulty. In other 

words，“knowledge”and technique of fきurutori

could not be taken root in falconry culture 

without the art of Tsurutori 

はじめに

近世の鷹1に関する研究は、鷹場研究、特に関

東の鷹場制度をめぐる議論を中心に進められ2、

1990年代からは、鷹をめぐる贈答儀礼3や環境と

の関わりを指摘した研究4もみられるようにな

った。このような鷹に関する個別的研究動向とは

別に、環境史の視点から日本近世型生態系の一部

にタカを位置づけたのが武井弘一氏の諸研究で

ある 50 武井氏の研究は、人間社会における鷹を

対象としていたそれまでの鷹研究を、生態系の一

端を担う生き物としてのタカをも含んだ議論へ

展開させた。すなわち、今後、鷹研究を積極的に

環境史研究の中に位置づけていくためには、鷹狩

で用いられた鷹と同時に自然界に生息する野生

のタカにも言及していく必要があるに

以上の視点から鷹の先行研究を見直してみる
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と、鷹そのものに関する研究7はわずかであり 8、

タカそのものの研究に関してはほとんど皆無と

言えるロタカを指す豊富な名称の整理、種類や性

別を踏まえた分析の必要性9、調教課程の具体的

解明など、研究上の課題は豊富にあり、これらの

課題解決はタカ研究のみならず、鷹狩や鷹場の研

究にも深化をもたらすものと考える。そこで、本

稿では上記の問題意識をふまえながら、自然界に

生息する「タカ」が人の手が加わった「鷹」へと

変えられていく過程として、鷹の調教実態を明ら

かにしていく。

また近年、鷹狩の狩猟対象鳥獣として重要視さ

れた「鷹の烏jが 16世紀を境としてキジからツ

ルへと変化することが指摘された 100 中世から

近世にかけて起きたこの「鷹の鳥Jの変化は、鳥

類を介した贈答儀礼、狩猟空間とその環境整備な

ど、社会政治体制に大きな変化をもたらしたと考

えられる。それは鷹狩に用いられた鷹にとっても

同様で、鷹自身のライフコースも 16世紀を画期

に大きく変化したと推定される。逆にいえば、 16

世紀以降、多くの鷹のなかから優秀な鷹が選ばれ、

ツルを捕ることのできる鷹は「鶴取（捉）」とし

てヒト 11から珍重されることとなった。例えば、

豊臣秀吉が全国の鷹を掌握して以降、これを引き

継いだ江戸幕府将軍のもとには日本各地から多

くの鷹が集められた。さらに、将軍秀忠は直々に

鷹を選別し、優秀と判断された鷹のみを手元に残

し、それ以外は出元へ返納していた 120 特にこ

こではツルを捕る見込みのある鷹を選んでいた

ので、鶴取の鷹になれるか否かで鷹の一生が大き

く分かれたことになる。

ところで、鶴取については、鶴取の格付を持つ

鷹の下賜とそれに応じた「御鷹之烏」献上の相互

作用についての研究13、「ひとと自然の関係史j

において、豊臣政権期にその大きな画期があった

ことを指摘した研究14はあるものの、鶴取の技

術や鶴取の鷹そのものに関してはほとんど明ら

かになっていないのが現状である 15 0 

そこで、本稿では 16世紀以降の鷹狩に特徴的



にみられる鶴取に注目し、その調教実態を明らか

にする。

1.池内吉長と『御鷹肉当之日記」

{1）池内吉長と鶴取の鷹術

池内吉長は戦国末期から江戸初期にかけて、陸

奥国会津の蒲生家、肥後国熊本の加藤家、筑前国

福岡の黒田家を渡り歩いた人物である 16 0 九州

大学福田千鶴研究室所蔵池内文書（以下、「池内」

と略記し、 1～30の整理番号を補記する）には、

吉長とその息子吉勝に関する史料群が伝来する。

本稿ではこの史料群を用いながら近世初期にお

ける鶴取の鷹の調教実態を明らかにしていく。

まず、池内吉長の略歴と鷹との関わりについて

概観したい。以下の記述は池内文書に付属する

「近江池内家譜J（以下、家譜） 1 7をもとに諸史

料から検討を加えたものである。

吉長ははじめ小楽郎、後に貞右衛門（左太右衛

門）と名乗った（以下、吉長で統一）。池内家は

代々蒲生家に仕えていたとされているが、吉長を

史料上で確認できるのは天王 18年（1590）の蒲

生氏郷会津移封よりも後である。同時期の蒲生家

の分限帳には800石取の「池内小楽」としづ人物

がみえる 180 家譜で小楽郎を名乗るのは吉長だ

けであることから、この「小楽Jが吉長である可

能性が高い。

「鷹の物にこりたるあてかひ餌のつもりのこ

とJ（池内 6）によると 19、吉長は蒲生家臣時代

に荒井豊前守（実名は不明）に 10年間師事し、

鷹術を学ぶも相伝には至らなかったとされてい

る。荒井豊前守は諏訪流の禰津松鋳軒の弟子で20、

荒井流鷹術を大成した人物であるD その子の藤七

郎21は蒲生家の家臣で、あった22。蒲生家につい

ては、豊臣政権下で東北地方における鷹調達を担

っていたことが指摘されており 23、それに伴っ

て同家には多くの優秀な鷹術関係者が仕えてい

たのだろう。

氏郷の死後、蒲生家では度々家中騒動が発生し

た240家譜に「一人之家老避国ス、同心之士悉退
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散、吉長依其類ニ去ル会津」とある。この事件は

慶長 14年（1609)3月に蒲生郷成一派が蒲生家

を離反した事件であると考えられ、吉長もこの時

に蒲生家を去ったのだろう。さらに、家譜では会

津退去後の吉長の動向として、朝鮮へ移住し、そ

こで加藤清正に仕えたとする口この真偽は明らか

ではないが、慶長 14年（1609）または 15年（1610)

作成とされる加藤家の分限帳には杉村弥三郎組

720石として「池内左太右衛門jの名がみえるた

め25、遅くともこの時期までには加藤家に否し

抱えられていた。なお、元和8年（1622）の分限

帳にも同様の記載がある 26 0 

加藤家に仕えてからの吉長は蒲生家臣時代と

は異なる鷹術を学んでおり、元和2年（1616）に

は加藤家臣の神田修理（4061石取27）から大崎

流の鷹術を相伝した28 0 池内文書には吉長が神

田修理より相伝した鷹書が残っているが、この鷹

書には鶴取に関する記述はみられない29 0 

さらに、吉長は荒井豊前守から再び鷹術を学ぶ

ため、熊本から会津へと赴いた。しかし、吉長が

会津に戻った時には、すでに荒井豊前守は死去し

ていた口そのため、子の藤七郎に鷹術の相伝を願

い、好余曲折を経た寛永元年（1624）、ついに大

平内蔵助一流の餌飼を藤七郎より相伝したとさ

れている 30 0 池内文書には吉長が藤七郎より相

伝した鷹書が残っており、ガンの捕獲に関する記

述はあるが、ツルに関するものはみられなし、310 

寛永9年（1632）、加藤忠賓の改易によって吉

長は浪人となる。その後は肥前園田代に流れた後、

福岡藩二代藩主黒田忠之に召し出された。寛永

10年（1633）に病死、光徳寺に葬られたという口

池内文書に残る鷹書には、寛永 8～10年（1631

～1633）の聞に池内左太右衛門吉長から息子の

池内熊進吉勝へ相伝されたものが多い。これは死

期のせまった吉長が鶴取の知識を後世に残そう

と鷹書の相伝を行ったためと考えられる。池内熊

進吉勝は吉長の次男で、清大夫、吉久とも名乗っ

たロ吉勝は忠之の寵臣の一人で、黒田名字を名乗

ることを許されたほか寛永 11年（1634）には



忠之より屋敷地を家老屋敷が配置される福岡城

三ノ丸東部に拝領し32、同 14年（1637）から翌

年にかけて起きた島原天草一撲では、兄の貞右衛

門吉次とともに活躍している 33。また、同 20年

(1643) 12月には、病気により 4000石と黒田

名字の返還を願い出た34。なお、福岡藩黒田家の

分限帳からは池内家の継続を幕末まで確認でき

るが 35、鷹狩関係の役職を担った痕跡はみられ

ず、福岡藩の鷹方について記された史料にも池内

の名を見出すことはできない36 0 

池内文書には、吉長から吉勝へ相伝された鷹書

以外にも複数の流派の鷹書が含まれており、吉長

が書籍による「知Jの集積にも意を払っていたこ

とがうかがえる。吉長は一つの流派に傾倒せずに

複数の流派の鷹術を相伝し、鷹書からも鷹術を学

ぶ努力をしたのである。

【史料1] 3 7 

右此一冊七ヶ条之分は浅利兵庫助・荒井藤七

郎・大崎左右衛門尉、両三人之流不残致相伝

候処、上ニ市、私一世之問、鶴取・雁取之肉

当仕、物数とらせ申遣覚、餌飼之通書験置申

候、此一冊ニ能分別シテ鷹遣い出申は、逸物

する事うたかい不可有、能く鷹にならひ可申

事肝要也、口伝あり可秘／＼

寛永拾笑酉年

拾月吉日 池内左太右衛門尉（黒印）

吉長（書判）

池内熊進殿

参
あて

【史料1】は吉長が著した「鷹肉当ノ書」の相

伝奥書であるD 吉長は浅利兵庫介・荒井藤七郎・

大崎左右衛門尉の鷹術を相伝し、その上で独自の

「鶴取・雁取之肉当」を実践し、その方法を記録

化して、吉勝に相伝させた。すなわち、吉長は鷹

術諸流派から得た知識と自らの経験を独自の鶴

取・雁取の鷹術へと発展させたのであるD 吉長が

自らの鷹術を生み出した背景には、特に鶴取の鷹

とその調教技術に対する需要があったと考えら

れ38、実際に吉長が確立させた鶴取の鷹術には
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藩領を超えた需要があった。

例えば、「鍋嶋信濃守殿江相伝仕候書物尋ニ参

候跡書J（池内 8）からは、佐賀藩主鍋島勝茂と

吉長の鷹術を通した交流をうかがうことができ

る39。この史料によれば、勝茂は吉長に宛てた

書状を度々送り、そこで、は鷹についての技術指導

を願っており、吉長もそれに対して詳細な情報を

返答している。また、田代に居住する吉長の弟子

次左衛門に「鶴肉之儀」を相談するよう、勝茂が

家臣に命じた書状も残されている 40口

このように、吉長が確立した鶴取の鷹術は、固

有の「知」として次男吉勝や弟子に伝えられた。

また、後述するように加藤家の鷹調教に用いられ

ただけでなく、藩領を超える広がりを持っていた。

つまり、吉長は当該期に鶴取の鷹術が確立する際

に重要な役割を果たした人物だ、ったのである。

(2) r御鷹肉当之日記』の史料的性格

池内9は、表紙に「御鷹肉当之日記」と記され

た縦22.4cm、横 16.1cm、11丁の竪帳である410 

同史料は現在の綴じとは異なった本来の綴じ跡

と考えられる穴がそれぞれの丁に 3ヶ所あいて

いる。さらには、文の構成が途中から前後のもの

と連続せず、なかには袋綴じが逆に綴じられてい

る丁もある。すなわち、本来の冊子が誤った形に

修復されたことで現在の状態になったと考えら

れる。

これに類似した史料が池内 29である420同史

料は縦22.4cm、横 16.1cm、14丁の断簡である。

池内9と同様の綴じ跡が 14丁すべてに残ってお

り、元は冊子で、あったと考えられる。さらに、池

内9と池内 29は書式や記載内容、サイズ、綴じ

跡などがすべて一致するロ

この 2つの史料の関係を明らかにするため、

「鷹書目録J（池内 1）を検討したい。これは、文

政7年（1824）に作成された池内文書の目録で、

朱書「初」、「壱」…「三十壱」の番号を付して鷹

書を整理したものである 43。朱書番号「八jが付

された「御鷹肉当之日記」の概要は、【史料2】の



ように記される。ここには、表紙や奥書の文章、

全体の構成が書かれており、「御鷹肉当之日記」

の記載順を知ることができる。なお、史料中の①

～③は筆者によるもので44、この番号と後述す

る表 1の番号が対応している。

【史料2]

表紙ノ上書如左、判紙本

寛永八辛未年神無月廿日

一、御鷹肉当之日記 一冊 （朱書）「八」

池内左太右衛門尉

肉当仕候覚

内ニ

①山田右衛門預り御鷹肉当餌飼之覚

一、拾月廿日ニ一一

一、同廿一日ニ一一

、

②横井加左衛門預御鷹一一

一、後十月十一日一一

一、同 十二日一一

後

④原田理右衛門預り一一

、

、

③横井角右衛門預り

、

⑤松熊勝七預り一

、

⑥宮崎九郎左衛門預一

、

、

⑦仙田十蔵預一

一一、
②横井加左衛門預－

、
本ノマ、

③拓太郎助預り－
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、

①山田右衛門預り一

、

③横井角右衛門預一

、

⑦仙田十蔵預り－

、

④原田利左衛門預り一一

、

⑥宮崎九郎左衛門預一

一一、
②横井加左衛門一

一一、
右之肉当餌飼之日記、肥後ニ而左太右衛

門寛八辛未年鷹遣イ申候覚書也

寛永十二年 実名判ナシ

三月朔日 池内熊進

当所なし

〆

【史料2】の冒頭の表紙にあたる「寛永八辛未

年（後略）」が池内 9に、奥書にあたる「右之肉

当餌飼日記、肥後ニ市（後略）」が池内29にそれ

ぞれ該当する。すなわち、池内 9と池内 29は本

来一つの冊子で、「鷹書目録」における朱書番号

「八」の「御鷹肉当之日記」が何らかの経緯で2

つに分かれたものとわかる。そこで、池内 9と池

内29の釈文をそれぞ、れつなぎあわせ、本来の「御

鷹肉当之日記」を復元した（付属史料）。以下、

この手順で復元した史料を「御鷹肉当之日記」と

理解する。

「御鷹肉当之日記Jの成立年について、表紙に

は寛永8年（1631）、奥書には寛永 12年（1635)

と記されている。表紙は本文と同筆、原本の奥書

は異筆で記されていることから、表紙の寛永8年

は肉当の実施開始日であると確定できる。「御鷹

肉当之日記Jの内容は吉長がその晩年に記録した

もので、奥書はこれを相伝した吉勝が吉長死後の

寛永 12年に書き足したものであろう。

「御鷹肉当之日記」は、鷹の体調を狩りに適す



ししあて

るように調整する肉当日の日並記録である。表

紙には「池内左太右衛門尉肉当仕候覚Jとあり、

吉長が行った肉当の詳細を自ら記したものとわ

かる。記録の上限が寛永 8年 10月 20日、下限

が同 9年正月 16日であり、吉長はこの期間に鷹

の肉当を担当した。

鷹の調教では46、夏の換羽期になると鷹を鳥

屋に入れ、秋に換羽を終えると鳥屋出となり、鷹

を周囲の環境に慣れさせる期間を置く。その後、

実際に獲物を捕獲する訓練へと移行するのだが、

吉長が担当したのはこの段階で、あった47。その

中でも吉長が担当していたのは鷹が実際の狩り

を成功させることが出来るよう、適切な餌を用い

て鷹の体調管理を行う肉当である。吉長が記録を

始めた 10月 20日が鳥屋出より時期的に遅いの

は48、吉長が肉当のみを担当していたことを裏

付けており、鳥屋出から吉長の担当へ移るまで期

間は「御鷹」預りの人物が鷹の飼育や調教を担当

していたという役割分担も明らかとなる。

また、吉長が肉当を行った期間は近世の主要な

狩りの対象であったツル、ガン、カモなどの渡り

鳥が飛来する季節である。そのため、「御鷹肉当

之日記Jは、鶴取や雁取に精通する吉長が、藩主

の鷹狩が行われる秋から冬の時期に鷹の最終調

整として肉当を行った記録といえよう。

ただし、この期間、藩主加藤忠慶は江戸にいた。

寛永9年正月には大御所徳川秀忠が死去。その後

に帰国を許されたが、すぐに江戸に召喚され、 6

月に改易となる。つまり、藩主が国元にいなくて

も、贈答用のツルやその他の鳥類の捕獲の必要が

あり、鷹の調教は続けられていたのである。

2園『御鷹肉当之日記』にみる鷹の調教

(1）「御鷹j預りの人物と鷹

鷹は「0000預り御鷹」のように、預かって

いる人物の名を以て判別され、鷹ごとに餌の種類

やその分量、狙った獲物の種類などが毎日記され

た。ここで「f卸鷹」と敬称されているのは藩主（加

藤忠慶）所有の鷹であることを示している。表1
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には、「御鷹肉当之日記」に確認できる「御鷹」

預りの人物とその石（禄）高、さらには加藤家の

分限帳に鷹匠と記されているか否かを一覧にし

た。

表 1 「御鷹」預りの人物一覧

鷹 飼育・調教担当者 石高・禄高 加藤家鷹匠
① 山田右衛門
② 横井加左衛門 190石
③ 横井角右衛門 6人扶持 。
④ 原田理右衛門 4人扶持 。
⑤ 松熊勝七
⑥ 宮崎九郎右衛門 5人扶持 。
⑦ 仙田十蔵 6人扶持 。
③ 柘太郎助

（出典）「御鷹肉当之日記」（池内 9）、「〔御鷹

肉当之日記〕」（池内 29）、「加藤家御侍帳」（中

野嘉太郎『加藤清正伝』青潮社、 1979年）よ

り作成。

「御鷹肉当之日記」には8名の「御鷹」預りの

名が確認できる。そのうち、扶持米取4人は分限

帳からいずれも鷹匠と確定する。分限帳は元和8

年のものなので、「御鷹肉当之日記Jの作成が開

始された寛永 8年段階では変動があるだろうが、

他の 3人に関しては不明で、ある。

問題は、鷹匠ではなく知行取として分限帳に登

録された横井加左衛門（②）と池内吉長の立場で

ある。既述のように、元和 8年分限帳で吉長は、

杉村弥三兵衛組馬廻 720石であり、明らかに鷹

匠としては分限帳に登録されていない。この点に

ついて、堀田幸義氏の研究によると、近世前期の

仙台藩ではもともと鷹匠で、なかった「鷹数寄成者」

たちゃ浪人の子どもが慶長期に鷹匠として取り

立てられていた49。さらに、堀田氏は鷹術を伝え

ることを家職とする鷹の家の成立時期とその過

程を特定すべきであると問題提起をしている 50 0 

以上の点をふまえて吉長の事例を検討してみ

よう 51。本来、馬廻として軍役をはたすべき高禄

の家臣が鷹術の知識を持っていた場合に、その家

格と鷹匠（扶持米取り）の役職との不釣り合いを



生じさせた。しかし、この段階では鷹匠の家職化

が進んでおらず、鷹の知識を持つことがすぐさま

鷹匠という役職に結び付けられるものではなか

った。それゆえ、吉長のような「鷹匠でない鷹術

習得者jが存在したのではないだろうか。いわば、

吉長は「鷹数奇成者」として加藤家の鷹調教に関

与していたのである。

次に「御鷹肉当之日記」に記された鷹について

検討したい。単純に「御鷹j預りの 8名がそれぞ

れ 1居ずつ鷹を預かったとすると、「御鷹肉当之

日記Jは鷹8居の記録ということになる。しかし、

同じ人物が預かった鷹が 2～3回記録に出てくる

ことがあり、この場合が同一の鷹の記録なのかを

確定する必要がある。この点に関しては次章で検

討していきたい。

なお、「御鷹肉当之日記」に記された鷹のみが

藩主所有の鷹とは考え難い。元和 8年の加藤家分

限帳には、合計59人の鷹匠が記されており（表

2) 5 2、それらが少なくとも鷹を各 1居ずつ預か

ったとして 59居がいたことになる。よって、「御

鷹肉当之日記Jに記された鷹の数は全体のごく一

部だということになるロすなわち、吉長が肉当を

した鷹は多くの鷹の中から選ばれた優秀な鷹で

あり、吉長の鷹を育てる技術によって、鶴取の鷹

になるべく調教されていたと考えられる。そこで、

「御鷹肉当之日記Jの記載順に①～③の番号を鷹

に付け（表 1を参照）、その調教内容を表3に示

した。

(2）鷹の肉当と給餌

肉とは、鷹の竜骨の両側に沿って付いている筋

肉の状態ことで、これを鷹狩の用途に合わせて最

良の状態に調整することを肉当という 53 0 「御鷹

肉当之日記」には、鷹の調教の中でも肉当の段階

のみが記されている。

鷹 1居に対する肉当の記録は一定期間のみ記

される。肉当の期間を具体的にみてみると、最長

は54日間（①の2回目）、最短は 10日（⑤）で

あった。この期間は吉長が肉当を担当した期間で
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表2 加藤家鷹匠一覧（元和8年）

No 氏名 扶持 備考

1 阿部左一兵衛 8人
2 吉田清右衛門 4人

3 山田新佐 3人
4 原善右衛門 3人

5 原彦作 2人
6 山口市右衛門 7人
7 川崎助右衛門 10人

8 河崎半右衛門 7人
9 蘭田市助 3人
10 嚢浦猪介 4人
11 安田晴右衛門 5人
12 十時勘左衛門 5人
13 十時四郎兵衛 5人
14 湯川惇八 5人
15 十時晴平太 3人
16 菅屋五兵衛 6人
17 小野茂左衛門 5人
18 山浦新左衛門 10人
19 山浦八兵衛 4人
20 松熊小源 3人
21 柘九右衛門 5人
22 野間九左衛門 4人
23 飯田九郎左衛門 3人
24 梶足清助 3人
25 横井角左衛門 6人 。
26 千田十蔵 6人 。
27 宮崎又右衛門 4人
28 宮崎九郎右衛門 5人 。
29 原田理右衛門 4人 。
30 奥田主馬 5人
31 薗田彦市 2人
32 杉村金蔵 2人
33 山浦百右衛門 3人
34 武藤小兵衛 5人
35 又助（ゑさし） 4人
36 一郎＝郎（ゑさし） 3人
37 コ蔵（ゑさし） 3人
38 震左衛門（ゑさし） 3人
39 杢右衛門（ゑさし） 4人
40 久次（ゑさし） 5人
41 忠六（ゑさし） 6人
42 調七（ゑさし） 7人
43 小左衛門（ゑさし） 4人
44 喜右衛門（ゑさし） 5人
45 コ介（ゑさし） 3人
46 小者共さう取馬取笠持太郎右衛門共に 592人
47 梶原輔五右衛門（前中川書林与力） 4人
48 大橋長右衛門 4人
49 甲斐奥兵衛 4人
50 矢島五郎右衛門 3人
51 伊藤輿右衛門 3人
52 中川善右衛門 3人
53 野尻次兵衛 3人
54 田代外記 2人
55 荒木七右衛門 2人

56 北里コ郎左衛門 2人
57 黒部長コ郎 2人
58 小島茂右衛門 2人
59 黒部助左衛門 2人

60 今西兵右衛門 2人

※備考のOは御鷹預りの人物。

（出典）「加藤家御侍帳」（中野嘉太郎『加

藤清正伝』青潮社、 1979年）より作成。



あり、その最終日には肉を上げる「肉上ケJ（肉

上げ）が行われた。肉当が開始されるのが鷹の肉

九分または十分の時で、肉上げとなって肉当を終

えるのが肉七分または八分の時である 540 さら

に、 1度肉当を終えた鷹でも、肉上げをして肉が

九分から十分に戻った鷹には 2度目以降の肉当

が行われた55。鷹の肉が肉九～十分の期間のみ

を吉長が担当し、肉がそれを下回ると肉上げとし

て一度下がった肉を九分～十分に上げる期間を

置くため、「御鷹」預りに戻された。肉九～十分

の鷹がツルの捕獲にむいており 56、そのときの

み吉長が肉当を担当していた。

また、鷹の肉は給餌の手法を使い分けることで

調整されていた。「御鷹肉当之日記Jには鷹に与

えた日々の餌が記されるが、主に「主禽」・「まぜ
うわえ

餌」・「上餌」の 3種類の手法を組み合わせて給餌

を行っており、そこで与えた餌の分量まで詳細に

記録されている。土餌は、餌に土をつけて与える

こと 57 0 まぜ餌は、複数の種類の餌を混ぜて与

えることロまた、上餌は、餌の分量を調整するた

めに上乗せして餌を与えることである 58。これ

らの 3種類の手法で与えられた餌の分量をそれ

ぞれ表4に示した。なお、単位「ツ」は1、「半」

は0.5、「なし」はOとして換算した。

表 4における日毎の給餌方法に注目すると大

きく 3パターン (I～III）に分類できる。

I.土餌のみ

土餌は鷹の体重を下げることを目的としてい

たと考えられる。餌に土をつけるのは少量の餌で

鷹に満腹感を与えるためで、それによって鷹の体

重を下げた。なお、鷹は満腹感を感じると狩りを

しなくなるが、胃袋に残った土は消化を促した可

能性があり 59、次に鷹が空腹を感じるまでの時

間を短くしたと考えられる 60。土餌は鷹の狩猟

意欲を持続させっつ、タカの体重を下げる役割を

もっていたのであるD

60 

II.土餌＋まぜ餌

史料上に「ませ」または「ませゑ」と表記され

るのがまぜ餌である。異なる種類の餌を混ぜて与

えたのがこの手法であろう。吉長と鍋島勝茂との

やりとりを書き留めた「鍋嶋信濃守殿江相伝仕候

書物尋ニ参候跡書Jには、鷹の餌とされた烏が上・

中・下のランクに分類されて記されており 61、

土餌やまぜ餌の肉にはこれら複数の種類の烏を

場合に応じて使い分けていたと考えられる。つま

り、まぜ餌は複数の種類の肉を鷹の体調や消化具

合に合わせながら与える手法で、鷹の体重を微調

整する役割を持っていたと考えられる。

III.烏の各部位十上餌

「御鷹肉当之日記」には、土餌・まぜ餌・上餌

のほかに鷹の餌となった鳥とその部位が記され

ることがある。ここで与えられた鳥類にはツノレ、

ガン、カモ、カラス、スズメ、ハトの種類がある。

それぞれ特定の部位のみが餌に用いられたよう

で、ツルは前日、ガンは飼口または身、カモは飼

口または胸、カラスは胸、すね、足、スズメは胸、

ハトは胸で、あった（全10種類）。これらの部位は、

それぞれ鷹の体調等に合わせて使い分けていた

ものと推測される。なお、「上餌士餌Jと記され

る場合は、烏の各部位に追加して土餌が与えられ

ていたことを示しており、表5ではこれを士餌で

はなく上餌として集計した。

飼口とは、鷹の餌の一種で、獲物の烏の肝を鷹

に与えて飼いならすことであり 62、鳥の心臓の

ことと考えられる。飼口として鷹に与えられる鳥

はカモ、ガン、ツルに限られていた。さらに、飼

口が与えられるタイミングとその種類に注目し

てみると、肉当の開始直後にカモの飼口が与えら

れるほかは、ツルを捕獲したいときにはツルの飼

口を与えるなど、その時点で目標としている烏の

飼口が与えられた。これは、その鳥の肝を与える

ことで鷹の狩猟意欲を高めようとしたためであ

ると考えられる 63 

また、飼口の前に「取飼Jや「丸はし」がつく



場合はその鷹が（取飼や丸ばしで）捕獲した烏の

飼口を与えたことを示す。しかし、単に「00（鳥

の種類）の飼口」と記された場合は、その鷹自身

が実際に捕らえた烏ではない場合がある。たとえ

ば、「松熊勝七預り御鷹」11月4日の条には、「一、

同四日ニ（原田）理右衛門御鷹雁飼口二ツ半、上

ゑ土餌四ツ」とある。つまり、これは松熊勝七の

預り鷹（⑥）が、吉長が同時期に肉当をしていた

別の原田理右衛門の預り鷹（④）が取飼したガン

の飼口を分け与えられたことを示している。この

ように、自らの捕獲によって得た飼口に限らずと

も、目標とする烏の飼口を与えることで鷹の狩猟

意欲を高めながら、実際に獲物を捕らせる訓練へ

と移行していた。

(3）丸ぱし（噴）

丸ばしとは、鷹に生きた烏の捕獲を慣れさせる

ために行われた訓練であり 64、鷹が捕獲した獲

物を持ち運ばないよう教えることも兼ねた65 0 

鷹は獲物をつかんだ、らすぐに安全な場所まで運

んで捕食しようとするため、丸ばしを行うことで

獲物を自由に持ち運んではならないことを教え

なければならない。

「御鷹肉当之日記」にはツルとガンを対象とし

た丸ばしがみえる。すなわち、取飼を行う直前に、

生きた烏の捕獲に慣れさせることを目的とした

丸ぱしの訓練法が既に成立していることがわか

る。また、丸ばしが行われるタイミングは次の段

階であるツルまたはガンの取飼が行われる直前

であることが多い。このことは、丸ばしの目的が、

単に鳥の捕獲に慣れさせるだけではなく、本番前

のウォーミングアップも兼ねていたことがうか

がえる。

同）取飼

取飼（「捉飼j 「鳥飼」）とは鷹に野生の烏を捕

獲させ、それを食べさせる訓練をさす66 0 「御鷹

肉当之日記」には、単なる「取飼」の他に「取飼

飼口」や「取飼くわせ」といった表現で記される
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ことがある。前者は取飼で捕獲した獲物の飼口を、

後者は取飼で捕獲した獲物を「くわせ（＝口餌67) j 

として鷹に与えたことを表す。鷹が捕獲した獲物

の一部をそのまま食べさせることで狩猟意欲を

維持させていたのである。

3.鷹の調教と鶴取

(1）鷹の調教実例

本節では鶴取を目的とした鷹の調教実態を明

らかにするため、「御鷹肉当之日記Jに記録され

た鷹の調教実例を検討する Dさらに、同じ「御鷹J

預りの人物が 2～3回出てくる場合については、

それらが同一の鷹なのかについての判別も行う。

①山田右衛門預りの御鷹

• 1回目： 10月20日～閏 10月23日

10月20日より肉当を開始（34日間）0 肉当開

始後の 14日間で肉を調整しながら、取飼の開始

時期をうかがった。その後、はじめて取飼を行っ

たのは間 10月5日で、獲物はガンで、あったロ同

月 10日のガンの「丸バカリJ（丸ぱしのことカ）

によって、「心持ちある」と判断され、その 2日

後からツルを対象とした丸ばしを行った。ガンに
あわ

羽合せた際の鷹の反応を目安に 68、ツルを捕る

ことが可能か否か判断していたと考えられる。そ

の後もツルの飼口を与えられながらツルの捕獲

を試みるが、途中で、ツルを離してしまったり、ツ

ルがいなかったりしたため、一度もツルを捕獲す

ることができずに肉当を終えた。吉長は、肉の状

態は良かったが「仕合あしくJツルに羽合せるこ

とができなかったとし、次回の肉当ではなんとか

してツルに取飼したいと評価した。

• 2回目： 11月 18日～正月 12日

11月18日より肉当を開始（54日間）。はじめ

の9日間は主に IとEによる肉の調整がなされ、

同月 28日からツルの飼口が何度か与えられた。

12月16日からはツルとガンに実際に羽合せる訓

練を開始。しかし、この鷹はツルの取飼の際は
はむ

羽向け（烏が羽をその方向へ向けること）をしな



かった。 12月25日もこの鷹はツルの方向へ羽を

向けなかったが、その日はガン2羽に羽合せ、取

飼した分を口餌として与えた。その翌日からツル

の捕獲は断念したようで、それ以後は獲物をガン

に限定した取飼が行われた。 1月 12日に肉当を

終えた吉長は、この鷹はツルには羽を向けなかっ

たが良き雁取であると評価した。

－鷹の判別

1回目はツルを捕獲したいと考え、狙ったもの

の、ツルがおらず、「－15」も羽合せることがで
きなかったロ 2回目の評価冒頭に、「ーより合と

存候て、種々仕掛を仕り、ねらい申候へ共不罷成」

とある。この部分は、ツルに「ーよりJ羽合せよ

うと狙ったものの「不罷成」、すなわち、「ーよりJ

も羽合せることができなかったことを表し、 1回

目のことを指していると考えることができる Dつ

まり、2回目の評価では1回目の結果もふまえて、

今年度の総合的な評価を下そうとしたのであり、

1回目と 2回目は同じ鷹の記録であると確定でき

る。以下、この鷹を①とする。

②横井加左衛門預りの御鷹

. 1回目：間 10月5日～18日

閏 10月 5日より肉当を開始（14日間）0 Iと

Eによる肉の調整を受けながら同月 12日にはツ

ノレの飼口が与えられた、同 14日には「合見ル」

と記されたので、ツルへの羽合せを試みたのだ、ろ

うD その後も餌で肉の調整をしながら、同月 18

日には肉当を終えた。

吉長は、この鷹は餌の飼い様が悪かったため、

ツルに羽合せても離したとし、重ねての肉当では

よく分別すべきと評価している。

• 2回目： 11月 14日～26日

11月 14日より肉当を開始（13日間）。同月 24

日と 25日にはツルに羽合せるも、捕獲すること

はできなかった。最終日の 26日に肉の状態が「一

段能」く見えたが、ツルがいなかった。そのため、

肉上げの判断が下され、ハトの両胸が与えられて、

肉当を終えた。
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. 3回目： 12月21日～正月 16日

12月21日より肉当を開始（25日間）。給餌に

よる肉の調整が中心で、一度もツルに羽合せない

まま肉当を終了した。

吉長は、鳥屋出後の物数が不足したために、今

回の肉当でもツルを捕ることができなかったと

し、その原因をふまえた次年度の調教計画につい

て、次のように言及した。

【史料3】

（前略）此くれのとや出ニハ何鳥成とも烏を

ゑりきらわす、物数をとらせ候て、鴨・から

す遣申候内広そろ／＼と肉をひかせ、二三日

当餌ヲかい、其上にて三日斗ノ内を見心を付

市見合、時分よきと存候時、鶴ノ丸はしか、

又ハあた〉かなる飼口かをかい候て、やかて

其引うっしを以、いかにもちかきよきばをた

つね、合申候ノ＼＼、うたかいなく取可申候問、

此くれのあてかい、如此たるへく候、以上、

吉長による鶴取の調教には、（1）鷹に物数（獲物

の数）を多く捕らせる、（2）鷹にカモ・カラスの肉

を引かせる、（3）当餌（鷹の肉を維持するために少

しずつ与える餌69）を与える、（4）ツルの丸ばしま

たは飼口、（5）ツルに近い場所で、羽合せる、という

段階があった。逆に言えば、（5）を成功させるため

には、（1）～（4）の段階的な経験が必要だった。いき

なりツルに羽合せるのではなく、徐々に難易度を

上げていくことで狩りの失敗を回避し、確実に成

功の経験を積ませていく。このような段階的な調

教によって鷹のメンタル・ケアを図り、万全の状

態の時を見計らってツルに羽合せていたのであ

る。

－鷹の判別

1～3回目の記録にはいずれも連続する内容が

みられず、これらが同一の鷹なのか別の鷹なのか

を判断することは難しいため、横井加左衛門はす

くなくとも 1居以上 3居以下の鷹を預かってい

ることとする。以下、 1回目の鷹を②、 2回目の

鷹を②F 、3回目の鷹を②グと表す。



③横井角右衛門預りの御鷹

• 1回目：閏 10月 11日～23日

閏 10月 11日より肉当を開始（34日間）。 10

日間の肉の調整があった後、同月 20日からはツ

ルの取飼を開始。 20日と 22日の取飼ではツルを

捕獲。翌23日の取飼の際にはツルに羽合せたも

のの離し、肉が八分より下がったため、肉当を終

えた0

・2回目： 11月21日～12月5日

11月 21日より肉当を開始（15日間）。同 28

日よりツルに対する取飼を行った。この鷹は2回

目の肉当においてツルの取飼を合計5回行い、そ

れをすべて成功させた。しかし、 12月 4日の取

飼では、ツルに両方のももを踏みかけられ負傷。

翌日には傷が悪化し、養生となった。同 12日か

ら傷が悪化、 20日には全身がすくみ、「おち（死

亡）」た。

この鷹はツルの捕獲成功率が高く、ツルをよく

捕獲した。しかし、ツルの反撃によって負傷。そ

の傷がきっかけで死んだ。このように、鷹狩で鷹

が負傷してしまうのはツルに限ることではない

が、特に鷹よりはるかに体格の大きいツルの場合

は負傷する危険性が高く、大事に調教してきた鷹

を死なせてしまうリスクは避けられなかった。

－鷹の判別

1回目・ 2回目ともに、ツルを捕獲しているこ

とから同一の鷹である可能性が高い。以下、この

鷹を③とする。

④原因理（利）右衛門

. 1回目：閏 10月20日～11月6日

閏10月20日より 1回目（16日間）の肉当を

開始。ほとんど土餌のみで、肉の調整を行った。 11

月 3 日にはツルを良く捕るも途中で離してしま

い、その後、近い場所にいるツルに羽合せても向

かわなかったロ吉長は、この鷹が途中で、ツルを離

した原因を、水田での羽合せ、または十分な肉に

至っていない（「肉前」） 7 0ことと判断し、その日

まで土餌のみを与えてきたのに加えて、まぜ餌で
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餌を 5つ与えたo これは、この鷹がツルを途中で、

離さないように肉を上げようとしたためである。

しかし、同月 5日から 6日の大風がきっかけで

肉上げとなった。肉当を終えた吉長は、次回から

肉をよく分別すればツルを取飼できると評価し

た。

. 2回目： 12月3日～28日

12月3日より肉当を開始（26日間） 0 7日間、

Iで肉の調整が行われ、同月 9日の申下刻には

「肉よく見」えると評価した。その翌日よりツル

への羽合せが試みられたが、羽を向けないことが

度々あったため、同月 20日には「鶴ハもはや不

罷成」との判断が下された。その後はガンに獲物

を変更し、何度か取飼を行った後、 12月28日に

肉当を終えた。

この鷹は「前角ノ肉」で、ツルを良く捕ったのに

対して、今回の肉当ではツルに羽を向けなかったD

吉長はこれを「鷹の心かわり」とし、鳥屋数を経

れば後に捕るようになる評価した。鳥屋数とは、

鷹が換羽（鳥屋・縛）を終えた回数のことで、 1

度鳥屋を終えた鷹を「片鳥屋J、2度終えたもの

を「諸鳥屋J、3度を「三鳥屋」、と鳥屋の回数を

重ねるごとに呼び分ける。鷹は鳥屋を経るほど経

験を積んで、狩りが上達するため71、上記のよう

な評価になったのだろう。

－鷹の判別

1回目ではツルを捕っても離しているため、 2

回目における「前角ノ肉jで、ツルを良く捕ったと

いう評価は一致しない。しかし、これだけでは 1

回目と 2回目の鷹が別の鷹であるということを

確定することはできず、同一の鷹であるという可

能性がなくなったわけではないため、原田理右衛

門はすくなくとも 1居以上 2居以下の鷹を預か

っていたこととする。以下、 1回目の鷹を④、 2

回目の鷹を④F と表す。

⑤松熊勝七預りの御鷹

－閏 10月24日～11月3日

⑤は閏 10月24日より肉当を開始（10日間）。



8日間、 IまたはEで肉を調節した後、 11月2日

にガンの取飼を行った。翌日にもガンに羽合せた

が、その際にガンに打たれ、「せほね四ツやいと

の上下」が腫れたため、肉上げし、養生となった。

6 日の晩には少しずつ快復したというところで

記録は終わる。

⑥宮崎九郎右衛門預りの御鷹

• 1回目：閏 10月24日～11月 17日

閏10月24日より肉当を開女台（23日間）。 Iを

中心とした肉の調整が行われた後、ガンを取飼し

た。 11月の 9日にはツルの丸ばしを行い、その

翌日にはツルに羽合せたが、ツルの反撃に合い、

離してしまった。 12日には丸ばしを行い、その

後もツルを狙うも ツノレがいなかったり、うまく

捕っても途中で離したりすることが続き、 11月

17日には 1回目の肉当を終了した。

この鷹は 2年前にツルに敷かれ、去年 2度肉

当しでもツルには向かつてし、かなかった。その上、

今回の肉当でもツルに敷かれ、離している（11月

9日）。

• 2回目： 12月20日～正月 16日

12月20日より肉当を開女台（26日間）。この肉

当では給餌が中心で、 I・II・IIIの餌を使い分け

ながら、獲物に羽合せたという記録が一度もない

まま肉当を終えている。

吉長によると、この鷹は「前角の肉Jでツルに

敷かれたことで、合計2回ツルに敷かれたことに

なったため、良くツルを捕っても地際にて離した。

また、「此度の肉Jでも一度はツルを捕ったがま

た離したとされている。

－鷹の判別

2回目の評価における「前角の肉」がツルに敷

かれた 1回目の肉当のことを指すものと考えら

れる。また、いずれもツルに敷かれたことが原因

で捕獲に失敗している。すなわち、 1回目と 2回

目は一度期間をおいて肉当を行った同一の鷹で

ある。以下、この鷹を⑥とする。
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⑦仙田十蔵預りの御鷹

• 1回目： 11月5日～16日

11月5日より 1回目（12日間）の肉当を開始。

肉当開始5日後にはツノレの飼口が与えられ、同月

14日には 2回ツルに羽合せ、 2回とも途中でツ

ノレを離したロさらに、その2日後にはガンを捕る

も、そのガンに「うたれ」たことが原因で養生と

なった。翌日にはガンに「うたれ」たところが黒

色に腫れたと記されているため、「うたれ」とは

鷹がガンに羽で叩かれたことをさす。

• 2回目： 12月3日～20日

12月3日より肉当を開始（18日間）。 2日目よ

りツルの飼口を与えられ、 6日後の 12月8日の

昼過ぎには「一段能jくなったもののツルがいな

かったため、羽合せていない口その翌日にはツル

に羽合せたが、途中で離した。その原因が肉の低

下であると判断し、上餌を多く与えることで肉上

げが図られた。その甲斐もあってか、この後肉当

を終えるまでの 11日間で 5回ツルを捕獲した。

特に、最終日の 12月 20日には、マナヅ、ルを捕

った。吉長はこの鷹がマナヅ、ルに「4町斗つけら

れ」ても離さなかったことを「余に大手柄Jであ

ると評価した。

－鷹の判別

1回目はガンに打たれて養生になったのに対

して、 2回目はツルを連続で、捕獲している。ガン

に打たれて養生となった鷹が、 1回目に一度も捕

獲することのできなかったツルを連続で、捕獲す

るようになるとは考えにくい。つまり、 1回目と

2回目は別の鷹である可能性が高いと考えられ

る。以下、 1回目の鷹を⑦、 2回目の鷹を⑦r と

区別して表す。

③柘太郎助預りの御鷹

・11月16日～27日

③は 11月 16日より肉当を開始（12日間）。 11

月21日にはガンに羽合せところ、のけぞらなか

った。また、 11月 27日にもガンに羽合せたが、

この時はのけぞ、った。吉長はこの原因を、肉が 7



分より低かったからであると分析し、同日に肉上

げとなった。

③の鷹はツルに一度も羽合せることなく早々

に肉当を終えた。また、吉長による評価が記され

ていなし、。この鷹はツル以前のガンに羽合せる段

階で、鶴取の見込みがないと判断されたと考えら

れる。

(2）鶴取の調教と鷹のライフコース

前節では「御鷹肉当之日記」における調教実例

を検討することで、鷹の調教実態と同記録が少な

くとも 8居以上 12居以下の鷹の記録だ、ったこと

を明らかにした。前節で示した鷹ごとの調教実例

を類型化すると以下の A～Eに分けることがで

きる。

A：安定的にツルを捕獲することができる鶴取

の鷹（⑦）。

B：今年度はツルを捕れなかったが、次年度以

降に鶴取の候補とする鷹（②グ・④・④／・⑥）。

C：鶴取の見込みはないため、ガン専用の雁取

に変更となった鷹（①）。

D：調教の途中で獲物の反撃を受け、負傷もし

くは落命した鷹（③・⑤・⑦I ）。

E：鶴取の見込みがなく、調教の対象外とされ

た鷹（②・②F ・③）。

鶴取の鷹になることを目標に、そのための調教

を受けた鷹は、その訓練過程で A～Eのライフ

コースに進んだことがわかる。

調教の最終的な目標は、ツルを安定的に捕獲で、

きる鶴取の鷹（A）である。しかし、「御鷹肉当之

日記」に記される鷹（8居以上 12居以下）の内、

Aになれた鷹は 1居のみであった。加藤忠慶が所

有する多数の鷹の中から優秀なものを厳選した

上で、吉長が調教を行ったとしても、実際に鶴取の

鷹になれるのは吉長が肉当を担当した鷹のごく

一部に限られたのである。

鶴取の鷹になれるか否かは段階的な調教の中
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で判断された。鷹の肉をツルの捕獲に適した状態

へ調整することが、その最初の段階である。ここ

では給餌の手法（ I • II • III）を使い分けること

によって調整が行われた。鷹の肉をツルの捕獲に

適した状態に調整することができなかった場合

は、この時点で見込みがないと判断されることも

あった。

次の段階は、丸ばしや取飼など実際の獲物を用

いた訓練である。羽合せた獲物もガンからツルへ

段階を踏んで、いた。この訓練では獲物の対象が限

定され、獲物に対する鷹の反応から鶴取の鷹にな

れるか否かが判断された。ここで、ツルを安定し

て捕ることのできた鷹が鶴取として藩主の鷹狩

に備えられたと考えられる（A）。一方、今年度は

鶴取の見込みがないとされた鷹の中でも、いずれ

はツルを捕るという期待から次年度の訓練計画

がなされる場合（B）雁取に変更する場合（C）、

鶴取の見込みがないと判断された場合（D • E) 

があった白

このように、鶴取の調教にはいくつかの段階が

あり、調教を受けた鷹はその各段階で鶴取の鷹に

なれるか否かが判断され、 A～Eいずれかのライ

フコースを辿ることになったのである。優秀な鷹

で、あっても肉を読み間違えて訓練を行うタイミ

ングを誤ると、⑥の鷹のように獲物に対するトラ

ウマから、失敗癖がついてしてしまうことがあっ

た口鶴取の調教は、鷹の特性にあわせ、長年の経

験に基づく高度で徽密な知識をもとに、段階的な

調教を行うことで初めて可能となったのである。

また、ツノレをはじめとした大型の水鳥の捕獲は

危険を伴うものであり、③のようにツルから受け

た傷が原因で死んでしまう鷹も少なくなかった

だろう。このような鷹の負傷や病気を解決するた

めには、医学的な鷹の知識が必要とされた。池内

文書には鷹の治療法や薬に関する鷹書が多く伝

来するが、これらも鶴取の調教において必要不可

欠な知識だ、ったのである。

本稿で明らかにしたように、池内吉長が確立し

た鷹術によって、鶴取を目的とした鷹の調教が行



われていた。また、同時に吉長の調教を受けた鷹

であっても鶴取の鷹になれたのはごく一部だっ

たことも明らかとなった。鶴取はその困難さ故に

特別な調教術を必要としたのであり、吉長はそれ

を大成し、鷹書として後世に残した。つまり、鶴

取の鷹術なくしては、鶴取の鷹狩文化は成立せず、

定着することは難しかったことが指摘できるだ

ろう。 17世紀初頭、吉長が鶴取の鷹術を記録化

し、次男吉勝に相伝させたことに歴史的意義があ

り、鶴取の鷹術はこの相伝をもって特別な「知」

と技法として初めて確立されたのである。

おわりに

本稿では鶴取の鷹術を確立した池内吉長の記

録や鷹書を分析し、近世初期に鶴取の鷹の育成を

明確な目的とした鷹の調教が行われていたこと、

鶴取の鷹の調教には固有の鷹術を必要としたこ

と、その鷹術をもってしでも鶴取の鷹の育成は難

しかったという鷹の調教実態等を明らかにした。

最後に、加藤忠慶改易後に熊本へ入部した細川

忠興・忠利親子の書状から、領主層の鶴取の鷹に

対する認識を探ってみたい。

【書状 1] 7 2 

昨日我等あわせ候て取せ申候問、此鶴進上申

候、鶴取二居持申候内、風つよく候ニあわせ

侯へハ、しかれ侯て、鷹の腰おれ候て、鶴も

鷹も死に申候、又残ー居も、手先の羽うら二

寸あまりふみさかれ申候、痛の出不申候内ニ

あわせ可申と存、此鶴取せ申候、もはや羽痛

申候問、明日熊本へ帰申候、か様之おしき仕

合無之候、此鷹羽なおり不申候へハ、鶴あわ

せ候事、もはや成不申候市、慰なく成申候、

此中ハ寒シ申候、御気色能候哉、（後略）

【書状1】は寛永 15年（1635)12月8日付の

熊本藩主細川忠利から細川忠興付家臣一色杢之

助宛の書状案である。すでに加藤忠慶改易から 6

年が経ち、同年には島原天草ー授が終結した。国

元に滞在していた忠利は八代に隠居中の忠興へ

鷹狩で、捕ったツルを進上した。【書状 1］には忠
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利の所有していた鶴取の鷹の内、 1居が羽合せた

ツルとともに死に、もう 1居がツルに敷かれて負

傷したことが記され、ツルに羽合せることができ

ず「慰なく成」ってしまうことを嘆いている。忠

利はこの2居以外にも鷹を所持していたので73、

鶴取の鷹を失うことを残念がっているのである。

それほどに、鶴取の鷹は貴重であり、それを所有

することが大名としてのステータスにもつなが

った74。さらに、【書状1】が出された季節は 12

月初旬であり、ここで鶴取の鷹を失えば、今シー

ズンは鷹によるツル猟を楽しむことは不可能と

なる。そのことを忠利は「慰み」がなくなると深

く嘆いたのである。ところが、父忠興の反応は忠

利とは異なった。

【書状2]7 5 

（前略）我等鶴取もとく広遣侯へ共、一度も

合不申候、とかく鶴取ハ我等なとハ入不申候、

鶴ニより候事成不申候、人ニ合させ申広ハ、

鉄畑にてうたせ候も、わなにてく〉らせ候も

はか参候条、鶴取の分ハ此方ニ一切入不申候

条、雁へうっし可申かと存候、（後略）

【書状 2］は【書状 1】に対する返事である。

忠興は前略部分で、忠利が鶴取の鷹を失ったこと

に対して「苦々敷儀」であり、いずれ治るだろう

と同情しながらも、自らは鶴取の鷹は「入不申」

とし、ツルは鷹で羽合せるよりも鉄砲やわなで捕

る方がはかどるので鶴取の鷹は必要なく、雁取

の鷹に変えたいと説いた。忠興が鷹狩で、ツルを捕

ることの娯楽性よりも、鉄砲やわなを使った狩猟

としての確実性を重視したのは、捕獲の際にツル

が傷つき、贈答品としての価値を下げないという

現実的対応でもあったと考えられる。このように、

領主の中にも贈答用のツルはより確実な方法で

捕獲し、鷹狩は鷹の適性にあわせて楽しもうとし

た現実主義者もいたのである。

しかし、その効率の悪さを理解しながらも多く

の領主が鶴取の鷹を欲しがったのは、鶴取の鷹

を珍重する 16世紀以来の鷹狩文化の広がりがあ

り、近世後期になっても鶴取の鷹は珍重されてい



た76。そのような長期的な鷹狩文化の素地のう

えに、近世初期に鶴取の鷹術が固有の「知」とし

て確立したことの意義を位置づけておきたい。な

お、その「知Jが時代の推移に伴って変化するの

かどうか、鷹書の伝播の問題とともに明らかにし

ていくことが今後の課題である。

最後に、タカ研究の展望を述べる。鶴取の鷹の

種類については、本稿では明言を避けたが、オオ

タカのメスとするのが通説的見解である。しかし、

江戸期にハヤブサによるツルの捕獲事例があっ

たことも紹介されていることから 77、今後はハ

ヤブサによる狩猟実例の蓄積を通して、鶴取の鷹

として育てられた可能性がないのかどうか、狩猟

効率や時代的変化を踏まえながら検討していか

ねばならない。

さらに、本稿では鶴取の調教を受けた鷹のライ

フコースを類型化し、これまで、未解明で、あった鷹

の調教過程を具体的に明らかにした。今後はこ

れをさらにタカのライフコース全体の理解へと

つなげていくことが求められる。タカがヒトの手

によって鷹として生きることを強いられてから

のライフコースだ、けで、なく、タカの捕獲、鷹の選

別、繁殖期を迎えた際の扱いや放鳥の仕方、死後

の供養、さらには、鷹狩以外でのタカとヒトとの

関わりなどの諸条件を検討しながら、タカのライ

フサイクルを総合的に解明していく必要がある。

いずれも今後の課題としたい。
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すなわち、「腹の入れ替えjの管理を重要視する（波多野

鷹『鷹狩りへの招待』筑摩書房、 1997年）。土餌に消化

を促す効果があれば、「腹の入れ替え」が効率よく行われ、

鷹の狩猟意欲を損なうことはなかった。

6 1 上の餌として、鶴、雀、雁、ほあか、ほそからす、

にうない、ばん、ほしろ、小鴨、かしらたか、けり。中

の餌として、ま鳥、ひばり、田鴫、とう鳩、秋鳥、つく

み、 JI［からす、はと、うつら、ひゑ烏。下の餌として、
青鷺、青しと人黒鴨、ふとからす、こい、かわらひハ、

あいさ、から鳥、しゃくなき、ひたき、はしひろ、とび、

千鳥、せきれい、羽しろ、にハ鳥、むね黒、きせきれい、

山鴫、きじ、はま千鳥、水ひはり、ふと嶋、まいじゃく、

はます〉め、うそ、はまたか（全48種類、鳥の名称は史

料上の表記通り）が記される。（前掲「鍋嶋信濃守殿江相

伝仕候書物同尋ニ参候跡書」）。

6 2 「日本国語大辞典第二版J（小学館、 1972年）。
6 3 鷹は鳥の肝を喜んで食べるため、現代の鷹狩でも鷹

への褒美として捕獲した烏の肝をその場で与えることが

ある（前掲『天皇の鷹匠』）。
64前掲『放鷹』。

6 5 前掲『天皇の鷹匠』。

6 6 福田千鶴「豊後日出城主木下延俊『慶長日記』にみ

る鷹狩り記事」（前掲『鷹・鷹場・環境NEWS』4、2018
年）。

6 7 「鷹口伝J（『続群書類従』第十九輯、続群書類従完

成会、 1912年）。
6 8 羽合せとは、鷹を投げて獲物に向かう勢いをつけさ

せること（前掲『天皇の鷹匠』）。なお、「御鷹肉当之日記」
あわせ

において、羽合せは「合Jと表現される。

6 9 前掲『鷹の書ー諏訪藩に残る『鷹書（大）』の翻訳と

注解一』。

70 前掲『鷹の書一諏訪藩に残る『鷹書（大）』の翻刻と

注解－』。
7 1 前掲『天皇の鷹匠』。

72 東京大学史料編纂所編『大日本近世史料細川家史

料』 12（東京大学出版会、 1990年）。
73 同年 10月 24日付の忠利から息子光尚に宛てた追市

書には、オオタカを 5居以外は持っていないと記してい

る（東京大学史料編纂所編『大日本近世史料細川｜家史

料』 14）。

74前掲「内閣文庫所蔵 昌平坂本『元和寛永小説』」。

7 5 東京大学史料編纂所編『大日本近世史料細川家史

料』 6（東京大学出版会、 1978年）。
76 前掲「近世鷹場と環境」。

77 前掲「近世鷹場と環境」。なお、宝暦～天明期の熊本
藩で、もハヤブサで、ツルを捕獲した事例を見出すことがで

きる（『重賢公日記下』汲古書院、 1989年）。

〔謝辞〕本研究はJSPS科研費JP16H01946の研究費助

成を受けたものです。

〔付記〕本稿は第4回鷹・鷹場・環境研究会で、行った報

告をもとにしている。報告に際して研究会メン

バーの皆様より多くのご指摘を賜った。また、

本稿執筆に際しては相馬拓也氏よりご指導を賜

った。ここに記して感謝申し上げたい。
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表 3 鷹の調教過程

月日

函主カ土主モ会笠の盤飼主らロ口－肉S当、血カ旦モ主の盆飼rL口
②横井加左衛門 ③横井角右衛門 ④原田理右衛門 ⑤松熊勝七 ⑥宮崎九郎右衛門 ⑦仙田十蔵

10 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28カその飼ロ
29 
30 

閏10 I 
2 カその片胸
3 
4 

5 ガととン豆亙取担盟飼盤三く主わ旦主ーせ
肉九分から肉当、 3むその飼口

6 ガ
7 ガ
8 

{o ガガとン豆丸盆ばかi皇り室飼
11 肉九分から肉当
12 'YIレ丸はし飼口 ツノレの飼口
13 カモの飼口
14カフスの両胸

斗斗ス之之ズKとメE邑の±胸j、金金カ主主ラ主主スのる両胸・両すね15 
16 

：；カツ三ノレ三に笠羽直合直せるも離す ガン取飼飼口 タカよわく見え肉上げ ガンの身
19 

20 童之Y三とJレ笠2の皇Z銅Z口
ガツツツノノルンレレ取取にの飼飼身羽合ロ口せるも離す 肉上げ

肉十分から当、カモの飼ロ
21 
22 ロスズメの胸
23 'YIレを狙うもおらず肉上げ カフス
24 肉九分より肉当
25 
26 
27 
28 ハトの両胸
29 

11 I 

護霊童話飼ロ

2 

瞳書記
ガガどン墨に盟う盈たれE一向ー上げ3 

4 
5 肉＋分から肉当 3むその飼口
6 
7 
8 
9 

之之之Yと主とJレ2盆主の2丸主~ばま」く飽取る口も離す
ツルの餌口

10 
11 
12 ぽし飼口 'YIレの飼口
13 

肉九分かSら肉L当盆、走カ車そE迄の宣飼a口14 

ハハツツノルトトレの二ををつ狙両う胸まのう両もく取踊無るしも離す

ツルに度羽合せるも離す

15 罰柘太郎助
16 カ自土モ盆の銅主2口ら肉当 カモの飼口 ガンに打たれ肉上げ養生
17 カモの飼口
18肉十分から肉当、カモの飼口 ツルを狙うを無L 肉上げ
19 
20 スズメの胸
21 

直カ主そ盆の飼企口ら肉当
ガンに羽合せたが打ちかえり参らず

22カモの雄鳥片胸
23 

ツツツツルノルルレ無ににに＃羽羽し合舎わ、すせせ向上るるげも恥取離、れすハずトの両胸
カガ肉良ンラスに〈骨の見わ両えす胸るも・羽か音たせすずね24 

25 
26 
27 :fJフスの片胸・片足 カフスの片胸・片足 ガンに羽合せ打ちかえる 肉上げ

28 之芝ツと生ノレ2笠のE霊飼童口 芝之ツ生とノレ豆盈取盆飼担J三くiわ主わせ主せ29 口
30 口

12 I 
2 ('f.’飽当田十蔵

! 之カとモ2の2飼ヨ口口
薬ツツルルを取つ取飼飼け養〈〈わわ生せせ．ハ‘負ト傷片胸

直カ主そ金の主飼2ら口肉当 勢錯ら肉

5 
6 みたれあり みたれあ。
7 
8 この日まで少しも当日見えず

ツツノルレがに無二度〈羽羽合合せせずるが離す
9 

聖ツ王ノレ亙の主銅旦口盛、阜'YfレZに主羽主合一せるも参らず10ツノレの飼口
ツツtノkレ盤取塑飼fわわせせ

11 'YIレの飼口 'YIレ引上飼口
12 ｜傷がこわばり 身寄の足すくむ ... ・E
13＇且岨 －制

三主之芝ま三丘と生た上笠重盈三け2毘畳盆て腹塵休三三主生』Lみ主主堂主主主ーーけけエて隼休王み主
14 
15 'Yノレの飼口

芝之Y生主JレE主をE狙盛旦」う飽一も旦ツ一ル一無し:~ ガ'YIンレのの急丸車ばきしかを行いうも取らず

18 
19ガン取闇〈わせ

ガツツガルルンン取取には三飼飼国「骨不く〈せ罷わわ成せせる卒l、洞、ガ向けンず取銅くわせ
マスナズ£ヅ2ノレ豊取飼一ー〈わせ 向上げ

20この目白血ば藍し餌主はガンをとらず f罰’横井加左衛門 全身がす〈み隙の時分に死ぬ 肉九分から肉当

!! 芝ガ生ン2白2身~ 口 直ガカ土モン盆のの銅身よロり肉当 カモの飼口

23 i~ 左之Zガ主主とン里星取主2担盟飼1三自iく主立わわ主主せせ ガン取飼〈わせ 芝芝ス之主とどズ豆星主メ墨盆盟の血胸i主主主立コ主主!:'. ガン羽合せくわせ
カモ

カモ
28 ガン取飼肉上げ
29ガン取飼くわせ ガンの身
I I 
2 

! ガガどン亙取盟飼三くわわせせ
5 

~ Z大風ど皇ふ盟くくわせ 大風ふく ガンの身 ガンの飼口

8 小鴨の両胸 小鴨の商胸
9 
10小鳴の胸
11 
12 ,J、轄の胸 小鴨 小鴨
13 
14 

15 
16 ふとからす カラスの両胸・ f'.l"d.h'虫岬

（出典）「御鷹肉当之日記J九州大学福田研究室所蔵池内文書史料番号 9、「〔御鷹肉当之日記〕」前同史

料番号29より作成。
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鷹の調教における餌の分量1
①｜② I CID I ro I R I R I ⑦｜＠  

主厘」 堂j二主恒l j惇lませl上餌l土餌lませi上餌l土餌lませl上餌1土餌lませ i上餌 i土餌lませl上餌 l土餌 lませ l上餌 l土餌 lませ｜上餌

思善幸

「〔御鷹肉当之日記〕」前同史

1網掛けは鳥の各部位も与えたことを表す（表3を参照）。
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付属史料 ｜ 一、拾月廿日ニ、鴨の飼口四ツ半、上餌 ｜ ツ

「御鷹肉当之日記J ｜ 土餌三ツ、ませ弐ツ ｜ 〔池内9、3丁裏〕

（九州大学福田研究室所蔵池内文書 ｜ 一、同月廿一日ニ、鴨の飼口三ツ、上餌 ｜ 一、同月十四日ニ、からすの両むね両へ

史料番号9・前同史料番号29) I 土餌弐ツ半、ませ三ツ ｜ ツそへ、餌かさ十一

【凡例】

(1) 漢字は原則として常用漢字を用

い、適宜、句読，点を補った。

(2) 変体仮名は平仮名または片仮名

に改めたが、「之」（の）、「広」（よ

り）はそのままとした。

(3) 繰り返しの記号は、平仮名は「川、

片仮名は「＼」、二文字は「／＼」

とした。

(4) 〔 〕に原史料番号、丁数とその

表裏を示した。

(5) 本文中に記した①～③は筆者に

よる。

(6) 判別不能な文字は口で表した。

(7) 推測される文字など必要に応じ

て（ ）で傍注を付した。

(8) 見消は二重取り消し線を用いて

表した。

(9) 原史料は縦書きであるが、組版の

都合上、横書きに変更した。

（表紙）

「寛永八辛未年神無月廿日

御鷹肉当之日記

池内左太右衛門尉

肉当仕候覚」

一、同月廿二日ニ、鴨の飼口二ツ、上餌 ｜ 一、同月十五日ニ、土餌三ツ、ませ三ツ

土餌三ツ、ませ三ツ、 ｜ 一、同月十六日ニ、土餌七ツ、あらいか

一、同月廿三日ニ、土餌弐ツ、ませ四ツ ｜ けんまへニして飼

一、同月廿四日ニ、土餌四ツ、ませ四ツ ｜ 一、同月十七日ニ、からす両むねかたへ

一、同月廿五日ニ、土餌八ツ、ませ玉ツ ｜ ツそへ、餌かさ八ツ

一、同月廿六日ニ、土餌三ツ、ませ四ツ ｜ 一、同月十八日ニ、鶴ニ合、かっき上か

〔池内9、2丁裏〕 ｜ けきハニてわかれ、此日雁取飼飼口

一、十月廿七日ニ、土餌三ツ、ませ四ツ ｜ 三ツ、上ゑ五ツ

一、同月廿八日ニ、鴨の飼口壱ツ、上餌 ｜ 一、同月十九日ニ、土餌五ツ

土ゑ三ツ、ませ四ツ ｜ 一、同月廿日ニ、鶴の飼口三ツ、上ゑな

一、同月廿九日ニ、土餌五ツ、ませ玉ツ ｜ し

一、同月舟日ニ、土餌五ツ、ませ三ツ ｜ 一、同月廿一日ニ、雁の身六ツ

一、も十2一日ニ、土餌四ツ、ませ三ツ ｜ 〔池内9、4丁表〕
一、同月二日ニ、鴨のかたむね、上餌な ｜ 一、同月廿二日ニ、鶴の飼口壱ツ半、す〉

し ｜ め四ツのむね、ひるの仕掛ケ、夜ニ

一、同月三日ニ、土餌玉ツ ｜ 入、す〉めのむね、ゑがさ三ツ

一、同月四日ニ、土餌三ツ、ませ三ツ ｜ 一、同月廿三日ニ、鶴ーよりと存、ねら

一、同月五日ニ、雁取飼かい口三ツ、上 ｜ い候へ共、仕合あしく候問、鶴なく

餌土餌三ツ ｜ 合せ不申候、此日肉七分15下めニ成

〔池内9、3丁表〕 ｜ り、晩ニハ六分斗リ之肉ニ成り申候

一、同月六日ニ、雁取飼くわせ三ツ半、 ｜ ニ付而肉上ケ申候、

上餌土ゑ三ツ ｜ 右之御鷹、鶴ニ取飼申度存候問、長肉

一、同月七日ニ、雁取飼くわせ四ツ半、 ｜ を当申候へ共、仕合あしく鶴なく候て、

上餌ともゑ五ツ ｜ ついニ－15も肉能候なから合不申候、
一、同月八日ニ、土餌三ツ、ませ四ツ

一、同月九日ニ、雁取飼くわせ四ツ、上

餌ニ友餌四ツ半

パカリ
一、同月十日ニ、雁丸はかり飼、土餌六

ツ、此日15心持あるニ付而知此候、

此以後の肉ニハ何とそ仕候而、鶴取飼

申度と存、如此覚書仕候、以上

②横井加左衛門預り御鷹、肉九分15当

申候、

一、同月十一日ニ、土餌三ツ、ませ玉ツ ｜ 一、後十月五日ニ、鴨の飼口四ツ、上餌

〔池内9、2丁表〕 ｜ 一、同月十二日ニ、鶴の丸はしかい口三 ｜ 土餌三ツ、ませ三ツ

①山田右衛門預り御鷹、肉当餌飼ノ覚 ｜ ツ、上餌三ツ、ませ五ツ ！ 〔池内9、4丁裏〕

但、御鷹ノ肉十分より当申候、 ｜ 一、同月十三日ニ、土餌三ツ半、ませ四 ｜ 一、後十月六日ニ、土餌五ツ、ませ四ツ
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一、同月七日ニ、土餌三ツ、ませ三ツ ｜ 一、同月十六日ニ、土餌六ツ、ませ五ツ

一、同月八日ニ、土餌三ツ、ませ玉ツ ｜ 一、同月十七日ニ、土餌四ツ、ませ四ツ

一、同月九日ニ、土餌七ツ、ませ五ツ ｜ 一、同月十八日ニ、雁ノ身三ツ半

一、同月十日ニ、土餌四ツ、ませ玉ツ ｜ 〔池内9、10丁裏〕

一、同月十一日ニ、土餌弐ツ半、ませ四 ｜ 一、同月十九日ニ、土餌五ツ、ませ五ツ

ツ ｜ 一、同月廿日ニ、鶴取申候、飼口三ツ、

一、同月十二日ニ、鶴の飼口四ツ、上餌 ｜ 上餌土餌三ツ

弐ツ、ませ四ツ ｜ 但、木部村下ノ出村北ノ方ニて、

一、同月十三日ニ、土餌三ツ、ませ玉ツ ｜ さるノ時ニ取飼申候、

一、同月十四ニ、土餌三ツ、ませゑかさ ｜ 一、同月廿一日ニ、雁ノ身玉ツ半

三ツ、此日合見ルに、鷹まへなる様 ｜ 一、同月廿二日ニ、鶴取飼かい口五ツ、

ニ見へ申候、 ｜ 上餌夜ニ入土餌三ツ

〔池内 9、11丁裏〕 ｜ 但、長村ノ前ニて、すより鶴むま

一、同月十五日ニ、土餌二ツ、ませ玉ツ ｜ ノ時ニ取飼申候、少ふミつけら

大、此日合申候へハ、まへ日ノこと ｜ れ申候、

く羽つらニのり申事 ｜ 一、同月廿三日ニ、鶴合申候所ニ前日少

一、同月十六日ニ、す〉め八ツのむね、 ｜ 鶴ニふミかけられ申候故か、廿日合

あさゑからすの両むね・両すね二の ｜ 申候所ニはなし申候問、先肉上ケ申

ふし広上ヲ飼 ｜ 候、此日御鷹之肉八分広少下めニ相

一、同月十七日ニ、土餌五ツ ｜ 見へ申候、以上

一、同月十八日ニ、鷹よわく相見へ申候

ニ付市、肉上申候、

右之御鷹ノ＼此餌の飼様あしく候故、此

④原田理右衛門預りの御鷹、肉十分15

当掛申候、

霜
一、同月一日ニ、土餌三ツ

一、同月二日ニ、雁の飼口三ツ、上餌土

ゑ三ツ

一、同月三日ニ、此日鶴合申候、能取り

申候へ共、水田故か、又ハ肉前なる

か、はなし、其後又ーより合申候へ

ハ、ちかき鶴ニ不参候ニ付而、土ゑ

六ツ半、ませ五ツかい申候、

一、同月四日ニ、雁取飼かい口四ツ、上

餌なし、ひる雀四ツのむねかい申候、

一、同月五日ニ、土餌玉ツ、ひる前広大

風ニて此日不罷成候、

〔池内9、9丁表〕

一、霜月六日ニ、風つよく殊外さむく御

座候ニ付而、しかとしたる鶴無之、

とをき鶴をやりかけニ仕合申候処

ニ、殊外能参候へ共、風つよくかけ

きわニてふきわけられ申候ニ付市、

肉上ケ申候、此日ノ肉七分ノ上たる

へく候、

右之御鷹，此後肉能分別仕候ハ＼、取

飼可申と存候ニ付市如此候、以上

肉鶴三より合申候へ共、はなし申候問、｜ 一、後十月廿日ニ、鴨の飼口三ツ、上餌 ｜ ⑤松熊勝七預り御鷹

重而の肉ニ分別可有候、此御鷹肉よわ ｜ 土ゑ三ツ ｜ 一、後十月廿三日ニ、土餌七ツ

くミへ申候、七分之上ノ肉にてよわく ｜ 〔池内9、10丁表〕 ｜ 一、同月廿四日ニ、土餌五ツ

相見へ申候、以上 ｜ 一、後十月廿一日ニ、土餌三ツ ｜ 〔池内9、8丁裏〕

一、同月廿二日ニ、土餌七ツ

〔池内9、11丁表〕 ｜ 一、同月廿三日ニ、からす六ツ

③横井角右衛門尉御鷹、肉九分広当掛 ｜ 一、同月廿四日ニ、土餌三ツ

申候、 ｜ 一、同月廿五日ニ、土ゑ七ツ
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一、同月廿五日ニ、土餌三ツ、ませ四ツ

一、同月廿六日ニ、同餌七ツ、ませ三ツ

一、同月廿七日ニ、同餌三ツ

一、同月廿八日ニ、同餌四ツ

一、同月廿九日ニ、同餌六ツ、ませ六つ

十一
一、 同月朔日ニ、同餌三ツ

一、同月二日ニ、雁取飼かい口四ツ、上

餌四ツ

一、同月三日ニ、雁ニうたれ申候ニ付而

肉上ケ申候、せほね四ツやいとの上



下はれ申候、 ｜ なし申候、残多次第ニ候、就夫土餌 ｜ 一、十一月五日ニ、御鷹の肉十分、此日

〔池内9、8丁表〕 ｜ 四ツかい申候、 ｜ 鴨ノかい口四ツ、上餌五ツ

右之目、雁ニ合せ、四ツやいとの上下 ｜ 一、同十一日ニ、方々はしりまハり候へ ｜ 一、同六日ニ、土餌五ツ

はれ申候ニ付市、養生住申候、同五日 ｜ 共、鶴－15もこれなく候て、合せ不 ｜ 一、同七日ニ、同ゑ三ツ
ニハ殊外鷹いたミいて申候へ共、又六 ｜ 申候ニ付而、土餌八ツ、ませなしニ ｜ 一、同八日ニ、同餌七ツ

日ノ晩広少つ〉能御座候、以上 ｜ かい申候 ｜ 一、同九日ニ、鶴ノ飼口三ツ、上餌土ゑ

⑥宮崎九郎右衛門預り御鷹、肉九分15

当掛申候、

一、後十月廿四日ニ、土餌六ツ

一、同廿五日ニ、同ゑ三ツ

一、同廿六日ニ、同餌玉ツ

一、同廿七日ニ、同ゑ七ツ

一、同廿八日ニ、同餌八つ、ませ五ツ

一、同廿九日ニ、同ゑ三ツ

〔池内9、7丁裏〕

一、十一月一日ニ、雁取飼四ツ、上餌土

ゑ三ツ

一、同二日ニ、雁取飼クハセ三ツ、上餌

土ゑ四ツ

一、同三日ニ、雁取飼、上餌なしニ飼口

六ツ

一、同四日ニ、理右衛門御鷹雁飼口二ツ

半、上ゑ土餌四ツ

一、同五日ニ、鴨ノあらい餌六ツ半

一、同六日ニ、土餌七ツ、小ざいはいニ

作り、なまあらいニして、

一、同七日ニ、同餌八ツ、なまあらいニ

して、ませ玉ツ

一、同八日ニ、同ゑ四ツ

一、同九日ニ、鶴丸はし飼口三ツ半、上

餌土ゑ三ツ

〔池内9、7丁表〕

一、同十日ニ、此日鶴合、能取申候へ共、

嶋はたノかくちニ取すへ、下へころ

ひおち、いミその中へ御鷹しかれ申

候かと存候、おさへきハ三間ニては

一、同十二日ニ、鶴ノ丸はし飼口四ツ、

上餌なし

一、同十三日ニ、土餌六ツ

一、同十四日ニ、同餌八ツ、此日鶴合せ、

よく取申候へ共、取すへやかではな

し申候、

一、同十五日ニ、鳩両むね飼申候、

〔池内9、6丁裏〕

一、同十六日ニ、鳩弐ツノ両むねかい申

候、

一、同十七日ニ、鶴ねらい申候へ共、能

つるなく合せ不申候、

一、同十八日、種々ねらい候へ共鶴なく、

成り不申候ニ付市、肉上ケ申候、

右之御鷹去々年鶴ニしかれ、去年両度

肉当仕候へ共、鶴ニはむけも不仕候ニ

付而、当年鳥や出右九郎右衛門ニ申合、

是非当年ノ、取飼可申と存候所ニ当か

いノことく能取申候へ共、又去々年ノ

ことく鶴ニしかれはなし申候、其日又

ーより合申候へハ、取候て参候へ共、

はなし申候ニ付而、丸はし仕り、其後

能鶴たつね申候へ共、仕合あしく候て

不罷成候、

〔池内9、6丁表〕

能分別仕候ニ、十二日ノ日ノ丸はし飼

申候て、先肉を上ケ可申を其ま〉是非

と存、其後ねらい申候事分別ちかいに

て候、此以後ノため如此書しるす也、

⑦仙田十蔵預り御鷹、肉当ノ覚
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三ツ

〔池内9、5丁裏〕

一、同十日ニ、土餌三ツ

一、同十一日ニ、同ゑ六ツ、ませ五ツ

一、同十二日ニ、鶴ノ飼口三ツ、上ゑな

し

一、同十三日ニ、土餌七ツ

一、同十四日ニ、同ゑ玉ツ、此日食以前

ニ鶴ニ合申候へハ、水の中へ取すへ、

頓而はなし申候、又其後合申候へハ、

取またけ仕、取すへ申候所、水田故

はなし申候、以上

一、同一十五日ニ、土餌七ツ

一、同十六日ニ、土餌玉ツ、此日食以前

（斗カ）

ニーより合申候所ニ鶴三十間口

リ手さきノかたニある雁ヲ取申候、

此雁ニうたれ候て肉上ケ、

〔池内9、5丁表〕

養生仕候、明ル日十七日ニ而御鷹之

様子、雁ニうたれ候所くろいろニな

りはれ申候ニ付市、右之通ニ御座候、

以上

右之御鷹肉前成ノレ故ニ、とをき雁ニ参

り候、合たる鶴ニおいか〉り参候か、

のし上ケきハにて、手さきノかた三十

間斗りある雁ニうたれ申候、

②横井加左衛門御鷹、肉当九分広当掛

申候、

一、十一月十四日ニ、鴨飼口四ツ、上ゑ

七ツ



一、同十五日ニ、土餌五ツ ｜ 一、同廿一日ニ、同ゑ七ツ、此日雁合候

一、同十六日ニ、土ゑ三ツ ｜ へハ、打かへり不参候、

一、十七日ニ、鴨ノ飼口三ツ、上餌三ツ ｜ 一、同廿二日ニ、同餌三ツ

一、同十八日ニ、土餌三ツ ｜ 一、同廿三日ニ、同ゑ六ツ、ませ玉ツ、

〔池内29、1丁表〕 ｜ 此日雁合候へハ、なけ羽斗参候、

一、同十九日ニ、同ゑ八ツ ｜ 一、同廿四日ニ、同餌五ツ、此日晩ニか〉

一、同廿日ニ、す〉めのむね三ツ半、上 ｜ り肉能見へ申候へ共、合不申候、

餌三ツ ｜ 一、同廿五日ニ、からす両むね・かたす

一、同廿一日ニ、土餌六ツ ｜ ねかい申候、

一、同廿二日ニ、同ゑ三ツ、ませ三ツ ｜ 一、同廿六日ニ、土餌三ツ、ませ三ツ

一、同廿三日ニ、土餌四ツ、ませ四ツ、 ｜ 一、同廿七日ニ、雁ニ合、打かへり申候、

此日鶴ニ合、なけは斗り参候、 ｜ 此日鷹ノ肉七分ノ下めニ成り申候

一、同廿四日ニ、同ゑ三ツ、ませ五ツ、 ｜ て、右之仕合ニ候問、先肉上ケ申候、

此日すより鶴合申候へ共、鶴立あか ｜ 以上

り候てから合申ニ付而、能おいか〉

ツ

一、拾二月一日ニ、土ゑ七ツ

一、同二日ニ、同餌三ツ、ませ三ツ

一、同三日ニ、鶴のかい口三ツ

二ツ
一、同四日ニ、鴨の飼口二ツ、上ゑ与も

一、同五日ニ、土ゑ九ツ、ませ二ツ

〔池内 29、4了裏〕

一、十二月六日ニ、土餌三ツ、ませ六ツ、

みたれあり

一、同七日ニ、同ゑ玉ツ

一、同八日ニ、同餌七ツ、此日まてハ御

鷹の肉、少も当日見へ不申候、

一、同九日ニ、同ゑ三ツ、ませ玉ツ

一、同十日ニ、鶴飼口弐ツ、上ゑ三ツ

一、同十一日ニ、鶴のかい口三ツ、上ゑ

り参候へ共、取不申候、 ｜ ①山田右衛門預り御鷹、肉十分15当掛 ｜ 三ツ

一、同廿五日ニ、からす両むね・かたす ｜ 申候、 ｜ 一、同十二日ニ、土ゑ七ツ

ね、此日すより鶴合申候、よくおい ｜ 〔池内29、3丁裏〕 ｜ 一、同十三日ニ、鳥餌五ツ、上ゑ四ツ

か〉り参候へ共、かけきハにてわか ｜ 一、十一月十八日ニ、鴨ノ飼口三ツ、上 ｜ 一、同十四日ニ、土ゑ三ツ、ませ三ツ

れ申候、朝四ツ時分ニ合申候問、肉 ｜ 餌六ツ ｜ 〔池内 29、5丁表〕

まへなると存候、 ｜ 一、同十九日ニ、土餌五ツ ｜ 一、同十五日ニ、鶴の飼口三ツ、上ゑ三

〔池内 29、1丁裏〕 I 一、同廿日ニ、同餌三ツ、ませ三ツ ｜ ツ

一、十一月廿六日ニ、肉一段能見申候問、 ｜ 一、同廿一日ニ、同ゑ七ツ、ませ五ツ ｜ 一、十六日ニ、土ゑ三ツ半、雁の丸さき

晩迄ねらい申候へ共、よきつる無御 ｜ 一、同廿ニ日ニ、鴨ノおん烏かたむね、 ｜ かい申候、

座候市合不申候、先肉上ケ可申かと ｜ 上餌なし、餌かさ八ツ ｜ 一、同十七日ニ、鶴丸ばし可仕と存、い

存、晩ニおよひ鳩両むね飼申候、 ｜ 一、同廿三日ニ、土餌四ツ、ませ五ツ ｜ け物合申候へ共、取っき不申候問、

一、同廿四日ニ、同ゑ三ツ、ませ三ツ 土ゑ七ツ、ませ四ツ

③柘太郎助預りの御鷹、肉十分宕当掛 ｜ 一、同廿五日ニ、同ゑ五ツ、ませ五ツ ｜ 一、同十八日ニ、土餌四ツ

申候、 ｜ 一、同廿六日ニ、同餌三ツ、ませ三ツ ｜ 一、同十九日ニ、雁取飼くわせ四ツ、上

一、十一月十六日ニ、鴨の飼口三ツ、上 ｜ 〔池内29、4丁表〕 ｜ ゑ三ツ

ゑ五ツ、ませ玉ツ ｜ 一、同廿七日ニ、からすかたむね・かた ｜ 一、同廿日ニ、土ゑ三ツ、ませ三ツ、此

一、同十七日ニ、鴨の飼口二ツ、上ゑ三 ｜ あし ｜ 肉前にて雁をも取不申候、

ツ ｜ 一、同廿八日ニ、鶴ノ飼口弐ツ、上ゑ三 ｜ 一、同廿一日ニ、つる丸はし飼口三ツ、

一、同十八日ニ、土餌三ツ ｜ ツ ｜ 上ゑ弐ツ

一、同十九日ニ、同ゑ玉ツ ｜ 一、同廿九日ニ、鶴ノかい口壱ツ、上ゑ ｜ 一、同廿二日ニ、雁のミ弐ツ、上ゑ四ツ

一、同廿日ニ、同餌三ツ、ませ五ツ ｜ 五ツ ｜ 〔池内 29、5丁裏〕

〔池内29、3丁表〕 ｜ 一、同舟日ニ、つるの飼口二ツ、上餌六 ｜ 一、同廿三日ニ、土餌七ツ
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一、同廿四日ニ、鴨取飼くわせ三ツ、上 ｜ 掛申候、

ゑ弐ツ I 一、十一月廿一日ニ、土餌七ツ、ませ五

一、同廿五日ニ、鶴合申候へ共羽むけ不 ｜ ツ

仕候問、此日雁弐ツ合せ、取飼くわ ｜ 一、間廿二日ニ、鴨の飼口四ツ、上ゑ三

せ四ツ、上ゑ三ツ ｜ ツ

一、同廿六日ニ、雁取飼くわせ五ツ、上 ｜ 一、同廿三日ニ、土ゑ五ツ、ませ五ツ、

餌三ツ ｜ ませニ心持有り

一、同廿七日ニ、雁取かいくわせ玉ツ、 ｜ 一、同廿四日ニ、同餌三ツ、ませ玉ツ

上餌三ツ ｜ 〔池内29、6丁表〕

一、同廿八日ニ、土ゑ五ツ ｜ 一、同廿五日ニ、同ゑ五ツ、ませ五ツ

一、同廿九日ニ、雁取飼くわせ八ツ ｜ 一、同廿六日ニ、同餌三ツ、ませ三ツ

一、正月朔日ニ、土餌七ツ ｜ 一、同廿七日ニ、からすかたむね・かた

〔池内9、2丁表〕 ｜ あし

一、同二日ニ、同ゑ五ツ ｜ 一、同廿八日ニ、鶴取飼くわせ四ツ半、

一、同三日ニ、雁取飼くわせ三ツ、上ゑ ｜ 上餌なし

三ツ 但、此つる、しば原村北ノ方小つ

方
か、此つるに御鷹両寿ノも〉ふミか

けられ、あやまち仕候、

但、此つるごんどうの南のおき

にてさるの時に取かい申候、

一、同五日ニ、此日鶴ふミかけ申候所、

あらいかわたくれ申候所、ぬいふさ

き薬付、養生住候、朝ゑニ土餌三ツ、

晩ニ鳩かたむねかい申候、

右之日よりきずあらい薬付申候、あら

い候て右御鷹の気色一段能見へ申候

つるか、同十二日広きずこわはり出、

身よりのあしすくミ、十九日ノ朝宕て

ききともニ殊外すくミ候て、同廿日ニ

惣身すくミ、くひもひきつめ、さるの

時分ニおち申候、以上

一、同四日ニ、雁取かいくわせ五ツ、上 I かノかげにて、とりの時下刻ニ ｜ ⑦仙田十蔵預り御鷹、肉十分宕当掛申

ゑなし ！ とりかい申候、 ｜ 候、

一、同五日ニ、土餌七ツ ｜ 一、同廿九日ニ、鶴取飼くわせ三ツ半、 ｜ 一、十二月三日ニ、土餌七ツ

一、同六日ニ、雁取飼くわせ四ツ、上ゑ ｜ 上ゑ三ツ ｜ 一、同四日ニ、鶴ノ飼口三ツ半、上ゑな

三ツ、大風ふく、 ｜ 但、このつるふりやう村の前、し ｜ し

一、同七日ニ、土餌五ツ、大風ふき候て ｜ ばどてのかげにて、さるの刻ニ ｜ 〔池内29、7丁表〕

ならす候、 ｜ 取かい申候、 ｜ 一、同五日ニ、土ゑ玉ツ

一、同八日ニ、同ゑ七ツ、問、 ｜ 一、同舟日ニ、鶴取かいくわせ五ツ、上 ｜ 一、同六日ニ、同餌七ツ、みたれあり

一、同九日ニ、土餌七ツ半 ｜ ゑ五ツ ｜ 一、同七日ニ、同ゑ玉ツ半

一、同十日ニ、小鴨のむね五ツ、上ゑ三 ｜ 但、此鶴あかミ村之庄ゃうらに ｜ 一、同八日ニ、同餌六ツ、此日御鷹のひ

ツ ｜ て、むまノ時に取かい申候、 I るすき広一段能候へ共、鶴なく候て、

〔池内9、2丁裏〕 ｜ 一、拾二月一日ニ、土ゑ七ツ、あらいし ｜ 合せ不申候、

一、正月十一日ニ、土餌五ツ ｜ ほまへにしてかふ、 ｜ 一、同九日ニ、土餌三ツ、此日鶴四ツ時

一、同十二日ニ、小鴨のむね七ツ ｜ 一、同二日ニ、同餌五ツ ｜ 分ニ合、弐間程上にて、ひきすては

右之御鷹ーより合と存候て、種々仕掛 ｜ 一、同三日ニ、鶴取飼くわせ五ツ、上ゑ ｜ なし申候、はんニさるノ時ニ合、能

を仕り、ねらい申候へ共不罷成、能つ ｜ なし ｜ 取申候へ共はなし、鶴とけあいすけ

るニ合見申候へ共、羽むけをも不仕候 ｜ 但、此つる木部村右三町程西ノ ｜ とりなく参候時にけ申候、

問、それ広雁斗合申候、能雁取にて候、 ｜ 方ニて、とりノ上刻ニ取かい申 ｜ 一、同十日ニ、鶴合せ取飼くわせ五ツ、

当暮怠ハ雁斗合可申候、以上 ｜ 候、 ｜ 上ゑ三ツ半、めしまへに此日肉八分

〔池内29、6丁裏〕

③横井角右衛門預り御鷹、肉九分15当 ｜ 一、同四日ニ、鶴取飼くわせ六ツか七ツ
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但、此つるあかミ村・出村のまへ

にて、あさたつの時ニ取かい申



候、

一、同十一日ニ、鶴取かいくわせ玉ツ、

上ゑ三ツ

但、此つる木部村上ノ出村弐町

斗にしにて、ミの時ニ取かい申

候、

〔池内29、7了裏〕

一、十二月十二日ニ、土餌七ツ、あふら

なかし迄にてかい申候、ひるすけ替

弐ツ半のむねかい申候、

一、同十三日ニ、鳩両むね玉ツ、上ゑ四

ツ、またけてやすミ

一、同十四日ニ、す〉めむね三ツ半、上

ゑ玉ツ、またけてやすミ

一、同十五日ニ、鶴取かいくわせ四ツ半、

上ゑ三ツ

但、此つる孫代村の西にて、むま

の時ニ取申候、

一、同十六日ニ、鶴取かいくわせ六ツ、

上ゑ四ツ

一、同十七日ニ、土餌七ツ、此日ハ御鷹

やすめ申候、またけ申候、

一、同十八日ニ、同ゑ五ツ

一、同十九日ニ、す〉めノむね、ゑかさ

三ツ、上ゑ三ツ

一、同廿日ニ、まな鶴取飼くわせ四ツ、

此鶴ひの口むた村北の方、

〔池内29、8丁表〕

にてむまの刻ニ取かい申候、

右之まな鶴ニ四町斗つけられ申候へ

共はなし不申候、余に大手柄取申候問、

先肉上ケ申候、此日の肉八分ニ御座候、

以上

④原田利右衛門預り御鷹、肉九分B当

掛申候、

一、十二月三日ニ、土餌七ツ

一、同四日ニ、鴨ノ飼口三ツ、上ゑ二ツ

一、同五日ニ、土餌五ツ

一、同六日ニ、同ゑ七ツ

一、同七日ニ、同餌玉ツ

一、同八日ニ、同ゑ七ツ

〔池内29、8丁裏〕

十二月

一、同九日ニ、土餌五ツ、此日さるの下

刻15肉よく見へ申候、

一、同十日ニ、鶴飼口三ツ、上ゑ三ツ、

此日とりの時鶴合せ候へ共不参候、

一、同十一日ニ、鶴引上飼口三ツ、上ゑ

弐ツ

一、同十二日ニ、鳥餌弐ツ、上ゑ玉ツ

一、同十三日ニ、鳥ゑ六ツ

一、同十四日ニ、土餌五ツ

一、同十五日ニ、鶴のかい口三ツ、上ゑ

三ツ

一、同十六日ニ、鶴丸はしかい口三ツ、

上餌三ツ

一、同十七日ニ、土ゑ七ツ、此日鶴合度

存候而、程々ねらい候へ共、鶴なく

候て合不申候、

〔池内29、9丁表〕

一、同十八日ニ、土餌玉ツ

一、同十九日ニ、同ゑ七ツ、此日十二三

間之鶴ニ合申候へ共、羽むけも不仕

候、

一、同廿日ニ、鶴ハもはや不罷成候問、

雁取かいくわせ玉ツ、上餌なし

一、同廿一日ニ、雁取かいくわせ三ツ、

上餌三ツ

一、同廿二日ニ、雁取かいくわせ三ツ半、

上餌三ツ

一、同廿三日ニ、土ゑ七ツ

一、同廿四日ニ、雁取飼くわせ五ツ、上

ゑ弐ツ
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一、同廿五日ニ、鶴合申候へ共、羽むけ

も不仕候問、此日雁壱ツ合せくわせ

四ツ、上ゑ三ツ

〔池内29、9丁裏〕

一、十二月廿六日ニ、雁取かいくわせ五

ツ、上ゑ三ツ

一、同廿七日ニ、す〉めのむね三ツ、上

ゑ玉ツ

一、同廿八日ニ、雁取かい、此日肉上ケ

申候、

右之御鷹前角ノ肉ニ鶴能取て参候問、

此度の肉ニハ是非共鶴取ルへきと存

候て、つるの丸はしをかい、又ハ飼口

をもかい、いかにもちかきつるを合申

候へ共、羽むけをも不仕候ニ付而罷成

間敷と存、雁五ツ六ツ合、肉上ケ申候、

此御鷹ノ＼心いやけなく候て、ーよりニ

鷹の心かわり申候と見へ申候問、鳥や

かす参候ノ＼＼、後ニハ取可申と存候、

此暮の鳥や出店あいしらい分別ある

へし、以上

⑥宮崎九郎右衛門預り御鷹、肉九分15

当かけ申候、

一、十二月廿日ニ、土餌三ツ

〔池内29、10丁表〕

一、同廿一日ニ、同ゑ五ツ、ませ玉ツ

一、同廿二日ニ、同餌三ツ、ませ三ツ

一、廿三日ニ、同ゑ七ツ

一、廿四日ニ、鴨弐ツ、上ゑ三ツ

一、廿五日ニ、土餌七ツ

一、廿六日ニ、同ゑ四ツ

一、廿七日ニ、同餌五ツ

一、廿八日ニ、同ゑ五ツ

一、同廿九日ニ、雁の身八ツ

〔池内 29、10丁裏〕

一、正月一日ニ、土餌五ツ



一、同二日ニ、同ゑ三ツ、ませ三ツ

一、同三日ニ、同餌七ツ

一、同四日ニ、同ゑ六ツ

一、同五日ニ、同餌八ツ

一、同六日ニ、雁の飼口三ツ、上ゑ三ツ

一、同七日ニ、土ゑ七ツ

一、同八日ニ、小鴨両むね六ツ、上ゑ三

ツ

一、同九日ニ、土餌三ツ、ませ三ツ

〔池内29、11丁表〕

一、同十日ニ、同ゑ六ツ

一、同十一日ニ、土餌

一、同十二日ニ、小鴨七ツ半

一、同十三日ニ、土餌七ツ

一、同十四日ニ、同ゑ四ツ、ませ四ツ

一、同十五日ニ、同餌六ツ

一、同十六日ニ、からす両むねかたあし

を半分かい申候、八ツ

右之御鷹ノ＼前角の肉ニも鶴ニしかれ

申候故、能取て参候へ共、二度迄しか

れ申候ニ付而、能取て参候へ共、地き

ノ、にてはなし申候、此度の肉ニも一度

ハ能取すへ申候へ共、又はなし申候、

此鶴ハたちあがらすニ羽をすべては

しり

〔池内29、11丁裏〕

にげ候へ共、御鷹たちあい不申候、此

くれのとや出ニハ鴨・からす十五六も

合て、其上にて雁五ツ六ツ合、時分を

見合、鶴の丸はしかい候て、其引うっ

しニ能ばをたつね、いかにもちかき鶴

を合スへし、以上

②横井加左衛門尉預り御鷹、肉十分15

当掛申候、

一、十二月廿一日ニ、鴨飼口三ツ、上餌

四ツ

一、同廿二日ニ、雁ノ身二ツ、上餌三ツ

一、同廿三日ニ、鴨ノ飼口三ツ

一、同廿四日ニ、土餌八ツ

一、同廿五日ニ、土餌五ツ

一、同廿六日ニ、土餌九ツ

一、同廿七日ニ、鴨四ツ

〔池内29、12丁表〕

一、同廿八日ニ、土餌六ツ

一、同廿九日ニ、土餌三ツ

一、正月一日ニ、土餌六ツ

一、同二日ニ、土餌三ツ

一、同三日ニ、土餌五ツ

一、同四日ニ、土餌七ツ

一、同五日ニ、土餌八ツ

一、同六日ニ、雁ノ身四ツ半、上餌土餌

三ツ

一、同七日ニ、土餌七ツ

一、同八日ニ、小鴨両むね五ツ半、上餌

三ツ

一、同九日ニ、土餌四ツ、ませ三ツ

一、同十日ニ、土餌四ツ

〔池内29、12丁裏〕

一、正月十一日、土餌七ツ

一、同十二日ニ、小鴨七ツ、上餌なし

一、同十三日、士餌八ツ

一、同十四日、土餌六ツ

一、同十五日、土餌五ツ

一、同十六日、ふとからす九ツ

右之御鷹ノ、鳥や出之遣し、かけニ物数

たらさる故ニ、此度の肉ニも、鶴取不

申候と存候問、此くれのとや出ニハ何

鳥成とも鳥をゑりきらわす物数をと

らせ候て、鴨・からす遣申候内15そろ

／＼と肉をひかせ、二三日当餌ヲかい、

其上にて三日斗ノ内を見、心を付而見

合、時分よきと存候時、鶴ノ丸はしか、

又ハあた〉かなる飼口かをかい候て、
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やかて其引うっしを以、いかにもちか

きよきばをたつね、合申候ノ＼、、うた

かいなく取可申候問、此くれのあてか

し＼

〔池内29、13丁表〕

知此たるへく候、以上、

（異筆）

「右之肉当餌飼之日記肥後ニ而左太

衛門尉、寛人辛未ノ年、鷹遣イ申候

覚書也、

寛永十二年

三月朔日 池内熊進」


